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平成22年11月9日

都道府県医師会

介護保険担当理事殿

日脚会常任理嚢離

二上裕輯麟

地域支援事業実施要綱の改正に係る介護予防事業の

　　　Q＆A集（改訂版）の送付について

　拝啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　平素は介護保険制度運営に関し、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、介護予防事業に係るQ＆Aにつきましては、本会より平成22年8月23目付（介

10）　r地域支援事業に関する一部改正通知等の送付について」にてご送付したところで

ありますが、今般、厚生労働省より都道府県行政宛に従前のQ＆Aの改訂版が事務連絡
として発出されました。

　同Q＆A改訂版には、追加項目として、今般の改正の目的はあくまで事業の効率化を

図るものであるため、今後、二次予防事業の対象者を把握する場合、必ずしも基本チェ

ックリストのみによる方法に変更する必要はなく、これまでの生活機能評価を用いた方

法でも効率的に対象者を把握できると市町村において判断されれば、従来の方法で行う

ことは問題がない旨等が示されております。

　つきましては制度の円滑な施行のため、貴会におかれましても本内容をご了知いただ

き、貴会傘下の郡市区医師会への周知、および制度へのご協力方よろしくご高配のほど

お願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

記

（別添資料）

・地域支援事業実施要綱の改正に係る介護予防事業のQ＆A集（改訂版）の送付について

　　　　（平22．11．8厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）

以上



事　　務　　連　　絡

平成22年11月8日

各都道府県高齢者保健福祉主管部（局）

　　介護予防事業主管課　御中

厚生労働省老健局老人保健課

地域支援事業実施要綱の改正に係る介護予防事業の

Q＆A集（改訂版）の送付について

　介護予防事業の推進につきましては、日頃より御協力いただき、感謝申し上

げます。

　さて、先日8月6日付けで地域支援事業実施要綱の改正に係る介護予防事業

のQ＆A集を送付いたしましたが、今回質問を追加したものを、新たに作成し

ましたので、各自治体におかれましては、これらを参照のうえ、事業を進めて

いただきますようお願いいたします。

照　会　先

厚生労働省老健局老人保健課

担当　堀　内（内）3946

　　後藤（内）3947

　　星（内）3959
TEL（代）03－5253－1111
　　（直）03－3595－2490

FAX　　　O3－3595－4010



〔総論〕

（問1）今回の改正の趣旨は何か。

（答）

　介護予防事業の課題として、対象者の把握が進まないことや、ケアプランの

作成に係る業務負担が大きいなどの課題があり、これらに対応するため、

　・事業の対象者の把握方法の簡素化

　・特に支援が必要な場合のみケアプランを作成

　などの所要の改正を行った。

　また「介護予防事業の円滑な実施を図るための指針（平成18年厚生労働省

告示316号）」及び「介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施を確保す

るための基本的な指針（平成18年厚生労働省告示第314号）」を改正し、

「特定高齢者」を「二次予防事業の対象者」に改めたうえで、事業の実施に当

たっては、各市町村で親しみやすい通称の使用を推奨することとした。

（問2）今回の改正の適用日はいっか。

（答）

　8月6日から適用となる。

（問3）適用日から、今回の改正に対応して変更しなくてはならないのか。

（答）

　市町村ごとの実情に応じて判断していただきたい。

〔対象者の名称〕

（問4）名称について親しみやすい通称を設定することが望ましいとなってい

るが、「特定高齢者」や「二次予防事業の対象者」は使ってはいけないのか。

（答）

　　「特定高齢者」や「二次予防事業の対象者」という名称を使ってはいけな

いということではないが、なるべく高齢者が事業に参加しやすい通称を設定

していただきたい。

〔把握方法〕

（問5）生活機能評価の実施を医療機関等と年間契約しているので、今年度は

生活機能評価の健診を継続するが問題ないか。

（答）

　生活機能評価を継続することは、差し支えない。



（問6）生活機能評価を継続して実施した場合これまでどおり、介護保険法に

基づく健診として、他の健診に優先して費用を負担するのか。

（答）

　そのとおりである。

（問7）生活機能評価をやめて、基本チェックリストに基づいて対象者を決定

する場合に必要に応じて検査を行えることとなっているが、

①その場合の検査にかかる費用はどうなるのか。

②検査項目はどうずればよいか。

（答）

①については、引き続き介護保険で負担することとなる。

②については、これまで行ってきた生活機能評価の範囲内で実施していただ

きたい。

（問8）今後、二次予防事業の対象者を把握する場合、必ず今回改正した基本

チェックリストのみによる方法に変更しなければならないのか。　（新規）

（答）

　今回の改正は、事業の効率化を図ることにより、適切に対象者を把握しプ

ログラム参加者数を伸ばしていただくことを趣旨としている。そのため生活

機能評価のうち基本チェックリスト以外の実施を任意化したところである。

　なお、従来の方法でも効率的に対象者を把握できると市町村において判断

されれば、従前どおりで対象者を把握することは問題ない。

（※）生活機能評価は、基本チェックリスト、医師が行う問診、身体計測、理学的検査及び血液測定から

　なる生活機能チェックと反復唾液嚥下テスト、循環器検査、貧血検査及び血液化学検査からなる生活

　機能検査で構成される。

（問9）今回の改正前に基本チェックリストを実施して候補者となっていた方、

改正前に要介護認定の非該当と判断されたことにより候補者となっていた方

について、現時点でそのまま対象者とすることは可能なのか。　（新規）

（答）

　対象者としても問題ないが、なるべくプログラムに参加する時期に近い時

点での状況を把握して、対象者を決定し、プログラムに参加していただくこ

とが望ましい。



（問10）事業の対象者でない者のうち、基本チェックリストの「認知症」、

　「うつ」に関する項目（基本チェックリストの18から25）に該当する場

合は、どのように取り扱うべきか。　（新規）

（答）

　従前どおり、「認知症」、「うつ」については、二次予防事業の対象者でな

い場合においても、可能な限り精神保健福祉対策の健康相談等により、治療の

必要性等についてアセスメントを実施し、適宜、受診勧奨や経過観察等を行っ

ていただきたい。

〔基本チェックリスト〕

（問11）基本チェックリストについて、例えば3年間に分けて、対象となる

全高齢者に配布するという方法が例示されているが、これは3年に1回全高

齢者に配布するということでも良いのか。

（答）

　高齢者人ロの規模が非常に大きく、1年間に全数配布をすることが難しい

市町村において3年間に分けて実施することも差し支えないという考え方を

示したものである。なお3年に1回実施しても差し支えないが、新規に65

歳になった人について別途把握するなど、なるべく幅広く把握していただき

たい。

（問12）基本チェックリストの未回収者について、　「できる限り電話・戸別

訪問等を行い、支援が必要な者の早期発見・早期対応に努める」とあるが、

対応が困難なほど膨大な人数になることもあり得る。未回収者の電話・戸別

訪問の実施方法や費用負担はどのようにすればよいのか。

（答）

　未回収者の対応については、例えば地域の民生委員を活用するなどの方法

が考えられるが、地域の実情を考慮して実施されたい。また費用については

地域支援事業交付金の対象として差し支えない。

（問13）介護保険事業計画策定に係る日常生活圏域ニーズ調査を実施してい

る場合、対象者に決定するために再度基本チェックリストを実施する必要が

あるのか。

（答）

　再度実施する必要はない。



（問14）基本チェックリストに市町村独自の調査項目を追加してよいか。

規）

（新

（答）

　基本チェックリストは、約1万人を対象に実施した調査結果を踏まえて作

成したものであり、事業の対象者を把握するためには十分な項目数であると

考えている。しかしながら、対象者の把握以外の目的で、当該調査と合わせ

て実施する方が施策の実施に当たって効率的である場合には、市町村の判断

で項目を一定数追加することは問題ない。

〔要介護認定において非該当と判定された者〕

（問15）要介護認定において非該当と判定された者については、基本チェッ

クリストを実施しなくとも、二次予防事業の対象者とすることができるとの

ことだが、その場合、必要となるプログラムはどのように判定するのか。

（答）

　介護予防ケアマネジメントの課題分析における本人や家族との面接等の情

報をもとに、必要となるプログラムを決定していただきたい。

（問16）要介護認定において非該当と判定された者については、基本チェッ

クリストを実施しなくとも、二次予防事業の対象者とすることができるとい

うことだが、このとき基本チェックリストを実施しても差し支えないか。

（答）

　要介護認定において非該当と判定された者については、原則基本チェック

リストを実施しなくとも対象者とできるが、改めて基本チェックリストを実

施しても良い。



（問17）　（問16）で、「要介護認定において非該当と判定された者について

は、原則基本チェックリストを実施しなくとも対象者とできるが、改めて基

本チェックリストを実施しても良い」とあるが、当該非該当者に改めて基本

チェックリストを実施し、該当とならなかった場合、どちらが優先されるの

か。（新規）

（答）

　地域支援事業実施要綱で「要介護認定において非該当と判定された者につ

いては基本チェックリストを実施しなくても二次予防事業の対象者とする」

としているところであり、要介護認定において非該当となった者は対象者と

なる。ただし、個々人の状況を鑑みて、事業に参加する必要がないと判断さ

れる場合には、事業の参加を任意化するなど、適切に判断していただきたい。

　なお、プログラムの選定に当たっては、基本チェックリストの結果のほか、

介護予防ケアマネジメントの課題分析における本人や家族との面接等の情報

をもとに、必要となるプログラムを決定していただきたい。

〔対象者の取り扱い期限〕

（問18）二次予防事業の対象者として取り扱う期限については、最低何ヶ月、

最長何年間などの基準はあるのか。

（答）

　特に何ヶ月以上何年以下などの基準は設けないが、事業の実施にあたり、

対象者の個別特性を把握したうえで、課題分析、目標の設定から事後アセス

メントによる評価までの期間を鑑みて、適正に設定していただきたい。

〔事業内容〕

（問19）参加者の意向によって、基本チェックリストで該当しないプログラ

ムを選ぶことは出来るのか。

（答）

　原則的に基本チェックリストで該当したものに参加するものであるが、それ

に加えて参加者が希望するプログラムを実施しても差し支えない。



（問20）膝痛・腰痛のためのプログラム、また運動機能の向上等を組み合わ

せたプログラム、とじこもり予防・支援、認知症予防・支援、うつ予防・支

援などのプログラムとは、具体的に何をするのか。

（答）

　平成21年度より「介護予防実態調査分析支援事業」において腰痛、膝痛、

認知症予防などのプログラムをモデル事業として実施しており、平成24年度

から新しいプログラムに取り組めるようガイドライン等を示す予定としてい
る。

　なお、現状では具体的なプログラムの実施内容を示しているものではないの

で、市町村において効果が認められると判断されたプログラムを実施していた

だきたい。

（問21）プログラムの参加にあたり、傷病を有している者などについては、

プログラム参加の適否について医師の判断を求めることとしているが、医師

の判断・評価に係る費用も交付金の対象となるか。

（答）

　プログラム参加の適否を判断することを目的として行うのであれば、対象と

なる。

〔実施の手順〕

（問22）「課題分析（アセスメント）の結果、必要と認められる場合には、

対象者及びその家族の同意を得て、支援の内容や目標の達成時期等を含む介

護予防ケアプランを作成することができる」となっているが、どのようにケ

アプランの作成の要否を決定すればよいのか。

（答）

　ケアプランの作成が必要となる者については、例えば基本チェックリストで

該当項目が多かった者、病歴等を鑑みて目標の達成までのプログラムを綿密に

立てる必要がある者などが考えられるが、対象者の心身の状態を踏まえ、適正

に判断されたい。



〔その他〕

（問23）介護予防事業（地域支援事業）の実施状況に関する調査の内容はど

うなるのか。

（答）

　今回の改正により、二次予防事業対象者把握事業等の調査項目を変更する

ことを予定している。平成22年度調査の内容については、決定次第速やか

にお示しすることとしたい。


